
建築基準法第４３条第２項許可・認定申請の流れ（フロー図） 

  

 

           

 

窓口相談 

相談カードの提出 

許可(認定)方針の連絡 

第43条第2項第1号認定に該当 

 

「道に関する協定書」、 

「２方向避難に関する承諾書」の提出 

建築審査会開催日の 5 週間前までに提出 

許可申請書(申請書、建築図面等)、 

審査会資料の事前審査用書類の提出（1 部） 

建築審査会開催日の５週間前までに提出 

許可申請書と審査会資料の提出 

（許可申請書 正・副・副 計３部） 
（審査会資料 ５部） 
（申請手数料 36,000 円） 

建築審査会開催日の３週間前までに提出 

建築審査会への付議 

※原則偶数月の第３金曜日に開催 

許可通知 

確認申請 

第 43 条第 2項第 2 号許可に該当 

審査会開催日から約 2 週間 

認定申請書(申請書、建築図面等)の提出 

（許可申請書 正・副 計２部） 
（申請手数料 31,000 円） 

審査期間約 2～3週間 

※図面等の修正時間 

は含まない 

認定通知 

確認申請 

審査期間約 2～３週間 

許
可
条
件
に
協
定
書
の
締
結
等
が
含
ま
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場
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「道に関する協定書」、 

「２方向避難に関する承諾書」等の事前審査 

注意事項 

※審査期間は標準処理期間であり、案件によ

って期間は前後します。余裕を持って相談

カード等の提出をしてください。 

※協定書や申請書等の書類提出期限に間に合

わない場合、建築審査会への付議は次回以

降の付議となります。 

審査会資料２０部提出 

 

建築審査会開催日の２週間前までに提出 


